
平
成
十
二
年
一
月
二
十
八
日
受
領 

答

弁

第

一

六

号 

     

衆
議
院
議
員
山
本
孝
史
君
提
出
精
神
保
健
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
四
六
第
一
六
号 

平
成
十
二
年
一
月
二
十
八
日 

衆

議

院

議

長 
伊 

 

宗 

一 

郎 

殿 

 

内
閣
総
理
大
臣 

小 

渕 

恵 

三 

 



 

三
に
つ
い
て 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以

下
「
新
精
神
保
健
福
祉
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
移
送
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
地
方 

 

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い

う
。
）
の
市
長
が
新
精
神
保
健
福
祉
法
第
二
十
七
条
又
は
第
二
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
診
察
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
者 

 

に
つ
い
て
、
新
精
神
保
健
福
祉
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
診
察
の
一
回
目
又
は
第
二
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
診
察
を
終

了
し
た
時
点
か
ら
新
精
神
保
健
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
す
る
ま
で

の
過
程
に
お
い
て
必
要
と
な
る
移
送
を
対
象
と
し
て
い
る
。 

新
精
神
保
健
福
祉
法
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
移
送
に
係
る
処
分
に
対
し
て
不
服
申
立
て
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
こ
と
及
び
そ
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
、
地
方
分
権
の
推 

 

衆
議
院
議
員
山
本
孝
史
君
提
出
精
神
保
健
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

 



 

四
に
つ
い
て 

進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
地
方
自
治
法
（
以
下
「
新
地
方
自
治
法
」
と
い
う
。
）
等
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ
る
た
め
、
新
精
神
保
健
福
祉
法 

 
 

第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
省
令
に
お
い
て
改
め
て
規
定
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
同
項
に
基

づ
く
通
知
に
お
い
て
は
、
審
査
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
並
び
に
審
査
庁
及
び
審
査
請
求
期
間
を
教
示
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。 

新
精
神
保
健
福
祉
法
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
移
送
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
処
分
に
対
す
る
審
査
請

求
は
、
新
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
移
送
に
係
る
事
務
を
規
定
す
る
新
精
神
保

健
福
祉
法
を
所
管
す
る
厚
生
大
臣
に
対
し
て
行
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
移
送
に
係
る
指
定
都
市
の
市
長
の
処
分
に
対
す
る

審
査
請
求
は
、
同
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
な
り
、
当
該
都
道
府
県
知
事
の
裁

決
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
再
審
査
請
求
は
、
新
精
神
保
健
福
祉
法
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
大

臣
に
対
し
て
行
う
こ
と
に
な
る
。 

一
方
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
に
設
置
さ
れ
る
精
神
医
療
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
の
所
掌
事
務
は
新 

二 

 



 

 

三 

精
神
保
健
福
祉
法
第
十
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
移
送
に
係
る
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
て
及

び
移
送
全
般
に
つ
い
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
審
査
は
、
審
査
会
の
所
掌
事
務
に
含
ま
れ
な
い
。 

な
お
、
新
精
神
保
健
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
に
お
い
て
は
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
査
会
の
運
営
に
関
す
る

事
項
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

新
精
神
保
健
福
祉
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
移
送
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
新
精
神
保
健
福
祉
法
第
三
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
（
以
下
「
医
療
保
護
入
院
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
る
に
当
た
っ
て
は
、
既
に
都
道
府
県
知
事 

 
 

又
は
指
定
都
市
の
市
長
が
指
定
し
た
精
神
保
健
指
定
医
に
よ
り
医
療
保
護
入
院
の
必
要
性
が
判
定
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
移
送
先
の
精
神
病
院
の
精
神
保
健
指
定
医
が
医
療
保
護
入
院
の
必
要
性
に
係
る
判
定
を
行
う
た
め
に
重
ね
て
診
察
す
る

こ
と
は
想
定
さ
れ
な
い
。 


